
(注) 採用者及び退職者には、市長、副市長及び教育長、割愛派遣職員、研修派遣職員等は含みません。
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（３）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（令和７年４月１日現在）

　職員の勤務時間等については、「姶良市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」等によって定め
られています。なお、業務の性質上、必要があると認める場合は、特別の定めをしています。
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職員の退職（離職）の状況は、次のとおりです。
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（２）退職の状況（令和6年度）

区　分 定年退職 勧奨退職 普通退職 分限退職 懲戒退職 死亡退職 計

0人 0人 0人

0人 11人

3人

0人

3人

　採用とは、現在職員でないものを職員に任命することをいいます。職員の採用状況は、次のとお
りです。

職員の任免および職員数に関する状況

　地方公務員法では、職員に欠員が生じた場合、採用などの方法により職員を任命することができ
るとされています。なお、採用は、受験成績などの能力の実証に基づいて行うものとされていま
す。

８　職員の任免・勤務条件の状況

（１）採用の状況（令和7年度）

0人男

女

保健師

0人

1人

【参考】
前年度

R6.4.1採用

男

【参考】
前年度

R5年度中

4人

11人

11人

8人

10人

女

計

区分
消防職

土木技師

勤務時間 休憩時間

11人 15人
(57.9%) (100.0%)

年次有給休暇
病気休暇、特別
休暇、介護休暇
及び組合休暇

平均13.1日

１日の
勤務時間

28人

一般事務

6人

11人

17人

新　規　採　用　者　数

一　般　職
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　分限処分は、勤務実績が良くない職員、心身の故障のため職務の遂行に支障がある職員等に対し
て、公務能率の維持及びその適正な運営を確保するため本人の意思に反してその身分に不利益な変
動をもたらす処分で、降任・免職・休職・降給の４種類があります。

降　任
免　職

（分限免職） 病気休職 育児休業等

休　　職
降　給 計

９　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況（令和6年度）

28人

降　　任

分限免職

0人 0人 2人 26人 0人

休　　職

降　　給

：

：

：

：

職員を現在よりも下位の地位に任命する処分のことをいいます。

公務能率を維持する見地から、職員の意に反してその職を失わせることをいいます。

職を保有したまま一定期間職務に従事させない処分のことをいいます。

職員が現在の号給から同一等級の下位の号給に格付を変更すること又はその変更による給料月額の減少のこ

とをいいます。

（２）懲戒処分の状況（令和6年度）

　懲戒処分は、公務員の勤務関係の規律と秩序を維持するため、任命権者が職員の一定の義務違反
に対して、特別権力関係に基づき、その責任を追及して行う行政上の不利益処分をいいます。懲戒
処分の種類としては、軽いものから、戒告、減給、停職、免職の４種類が定められています。

戒　告

0人

減　給 停　職
免　職

（懲戒免職）
計

0人 0人 0人 0人

停　　職 ： 懲罰として、一定期間、職を保有したまま職員を職務に従事させない処分のことをいいます。

懲戒免職 ： 懲罰として、職員の意に反してその職を失わせる処分のことをいいます。

戒　　告 ： 職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分のことをいいます。

減　　給 ： 懲罰として、一定期間、職員の給料の一部の支給を停止する処分のことをいいます。

・営利企業等の従事制限（第38条）

・信用失墜行為の禁止（第33条）

・秘密を守る義務（第34条）

・職務に専念する義務（第35条）

・政治的行為の制限（第36条）

・争議行為の禁止（第37条）

10　職員の服務の状況

　職員の服務の根本基準は、地方公務員法第30条に「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の
利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならな
い。」と規定されています。
　この規定に基づき、職員には次のような義務があります。

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第32条）

-　2　-



庁内研修 新規採用職員研修、人権啓発研修、法制執務研修（基礎）など 9件／740人

11　職員の研修の状況

　地方公務員法では、任命権者は勤務能率の発揮及び増進のために、職員に研修を受ける機会を提
供しなければならないこととされています。この規定に基づき、各任命権者において様々な研修を
実施しています。地方公共団体の事務を能率的かつ効率的に執行することは、住民の福祉増進のた
めにも必要不可欠です。最小の経費によって最大の効果を挙げるためには、職員一人ひとりの能力
を開発することが必要となります。

研修実績（令和６年度）　　※主な研修について掲載

区　　　　　分 研 修 内 容 等 実施件数／延べ受講者数

民間企業派遣研修 接遇・コミュニケーション研修（イオン姶良店、山形屋など） ２件／20人

自治研修センター（階層別研修） 主査研修、新規採用職員研修など ９件／95人

自治研修センター（特別研修） 簿記の基本、女性職員キャリアデザインなど 7件／11人

専門研修 市町村アカデミー（法令実務研修など） 4件／4人

定期健診 身長、体重、腹囲、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査、大腸がん検診等 467人

人間ドック １日ドック、２日ドック、脳ドック、節目ドック 289人

（３）市職員互助会の状況

　職員の相互共済及び福利増進を図るため、姶良市職員の厚生制度に関する条例に基づき、「姶良
市職員互助会」を組織し、各種福利厚生事業を行っています。すべての職員は、市職員互助会に加
入しており、職員の給料月額に応じた掛金等により運営を行っています。（市からの運営助成金は
ありません。）
　市職員互助会の事業としては、保健体育・文化教養に対する助成事業や、厚生事業、保険事業等
があり、福利厚生の充実を図っています。

（４）メンタルヘルス対策事業

メンタルヘルス改善コンサルティング業務委託

（１）安全衛生委員会の状況

　職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するため、労働安全衛生法をはじめと
する法令等に基づき「姶良市職員安全衛生委員会」等を設置し、安全衛生を管理するための体制、
作業環境の整備などを実施しています。

（２）職員の健康管理に関する事業（令和6年度）

　健康診断の受診者数等は、次のとおりです。

区　　分 主 な 内 容 受診者数

消防学校、救急救命九州研修所等 救急救命士研修課程、玉かけ技能講習、原子力災害時医療研修など 20件／45人

12　職員の福祉及び利益の保護の状況

　心の病により休職に至る職員が近年著しく増加する中、メンタルヘルス対策として、次の取組を
行っています。

　１）職員、管理監督者及び衛生管理者等への研修、指導、助言
　２）専任カウンセラーによる職員及びその家族へのカウンセリング
　３）その他メンタルヘルス対策に関し、必要な業務及び報告
　　　・職員アンケート（全職員対象：５月実施）
　　　・職業性ストレス簡易調査の実施（全職員対象：10月実施）
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　「第３次姶良市定員管理計画」は、引き続き効果的・効率的な行政運営と行政課題や需要に
的確に対応できる定員の管理を目的としています。

実　　績 568 570 577 － － － －

R5 R６ R７ R８ R９ R10 R11 増　減

定員適正化計画の目標 576 580 590 598 600 602 602 26

R1 R2 R3 R4 R5

600

第３次姶良市定員管理計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）

区　　分

　公務や通勤途上の災害に被災した職員に対し、「地方公務員災害補償法」に基づき、療養補償、
休業補償、障害補償などの各種補償を行っています。公務災害及び通勤災害の状況は、次のとおり
です。

公務災害 通勤災害 計

不利益処分に関する不服申立ての状況

　不利益処分に関する不服申立制度とは、職員が懲戒処分や意に反する降
給、降任、休職、免職等の不利益処分を受けたとして審査を請求した場合
に、公平委員会が、原則として口頭審理による審査を行い、その結果に基づ
き、処分を承諾し、修正し、又は取り消す判定を行うものです。また、公平
委員会は、必要がある場合においては、任命権者に当該職員が受けるべきで
あった給与等を回復するために必要かつ適切な措置をさせるなど、当該職員
が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うことができ
ます。

該当なし

14　職員の定数管理の状況について

　市行政改革大綱実施計画に定められている「第3次姶良市定員管理計画」の職員数の状況は、次
のとおりです。

13　公平委員会の報告事項（令和６年度）

　公平委員会は、地方公務員法等に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する
不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会です。

勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

　措置要求の制度は、給与、勤務時間その他の勤務に関し、職員から適切な
措置を求める要求があった場合に、公平委員会が必要な審査等を行ったうえ
で判定を行い、その結果に基づき、権限を有する機関に対して必要な勧告を
行うことにより、事案の解決に当るものです。この制度は、単に職員の勤務
条件に関する不平不満の解消を図るのみならず、労働基本権を制約されてい
る職員が勤務条件の積極的な改善と適正化を求めることを保障し、労働基本
権制約の代償的機能を果たすものです。

第2次姶良市定員適正化計画　実施状況　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）

区　　分

〈問合せ先〉
〒899-5492
鹿児島県姶良市宮島町25番地
姶良市役所　総務部　人事課　人事係
TEL:0995-66-3111（代表）
　　 0995-55-8167（人事課直通）
FAX:0995-55-8354
E-mail:jinkyu@city.aira.lg.jp

増　減

585 580 576 576 576

589 579 572 568 568

定員適正化計画の目標

H29 H30

実　　績

-24

-29

593

597 593

（５）公務災害及び通勤災害の状況（令和6年度）

14件 1件 15件

※ 令和７年４月１日現在で、令和６年度中に公務・通勤災害の認定を受けたものに限る。
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